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 令和元年１１月６日(水)午後２時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■ 大阪府総合労働事務所が、１０月２３日にまとめた府内の年末一時金要求・回答・妥結状況は 
以下のとおりです。【単純平均（１組合あたり平均）】 

 
◇ 要求・回答・妥結額の水準 

 

区   分 
令和元年 

（第１報・１０月２３日集計） 
平成３０年 

（第１報・１０月２５日集計） 

要   求 
（２０９組合） 

７１３，８６０円 

（２３３組合） 

７４９，５５３円 

回   答 
（２２２組合） 

６９０，８８５円 

（２６８組合） 

６８７，４２９円 

 うち、妥結 
（２２１組合） 

    ６９１，１５４円 

（２６３組合） 

６８７，３３５円 

 
 
◇ 企業(従業員)規模別回答・妥結状況 

 

企業規模 
（従業員数） 

集計 
組合数 

回答額（円） 

 

うち、妥結 

集計組合数 妥結額（円） 

２９９人 

以下の 

内訳 

２９人以下 ４ 664,358 ４ 664,358 

３０～９９人 29 539,492 29 539,492 

１００～２９９人 46 624,298 45 624,138 

２９９人以下 79 595,195 78 594,730 

３００～９９９人 59 668,231 59 668,231 

１，０００人以上 84 796,792 84 796,792 

連 絡 先 

大阪府総合労働事務所 

地域労政課 寺本・大原 

▽直 通 06-6946-2605 

 
【単純平均】 

◇ 要求額   713,860円 

◇ 回答額   690,885円 

◇ 妥結額   691,154円 
 

令和元年 
年末⼀時⾦要求・妥結状況 第１報 
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◇ 産業別要求・回答・妥結状況【単純平均】 

 

要求組合 要求額 回答組合 回答額 妥結組合 妥結額
(組合） (円） （組合） （円） （組合） （円）

209 713,860 222 690,885 221 691,154

147 723,953 162 707,310 161 707,781

16 806,056 16 x 15 781,660

2 x 1 x 1 x

3 596,667 4 547,825 4 547,825

4 705,131 20 807,164 20 807,164

2 x 2 x

2 x 2 x 2 x

2 x 1 x 1 x

20 720,973 29 664,094 29 664,094

5 571,820 2 x 2 x

25 620,208 21 572,447 21 572,447

43 797,729 37 767,434 37 767,434

1 x 1 x 1 x

8 629,978 10 703,514 10 703,514

15 736,652 14 701,542 14 701,542

1 x 2 x 2 x

62 689,930 60 646,539 60 646,539

3 749,188 5 777,937 5 777,937

4 920,218 4 920,218
うち、通信・放送
うち、情報サービス 4 920,218 4 920,218
うち、情報制作（出版等）

21 767,938 9 511,189 9 511,189
うち、私鉄・バス等 1 x 1 x 1 x
うち、道路貨物輸送 18 771,320 6 410,182 6 410,182
うち、郵便業
うち、その他 2 x 2 x 2 x

25 608,151 26 591,462 26 591,462

2 x 2 x
うち、金融・保険業

うち、不動産業 2 x 2 x
うち、物品賃貸業

1 x 1 x

1 x 1 x 1 x

2 x 1 x 1 x
うち、教育・学習支援業 2 x 1 x 1 x
うち、医療・福祉

10 712,881 11 678,054 11 678,054
うち、複合サービス事業 2 x 3 671,892 3 671,892
うち、自動車整備・機械修理 2 x 2 x 2 x
うち、賃貸・広告業

うち、その他 6 781,076 6 x 6 x

 また、秘匿した数字が差引計算により判明する場合は、さらに他の箇所を「x」で表示しています。

全産業計

複合サービス業、サービス業

※ 集計組合が１又は２の場合は、当該の個別情報を秘匿するために「x」で表示しています。

学術研究、専門・技術サービス業

飲食店、宿泊業

生活関連サービス業、娯楽業

医療、福祉、教育、学習支援業

情報通信業

運輸業 ・郵便業

卸売・小売業

金融・保険、不動産、物品賃貸業

電気・ガス・熱供給・水道業

金属製品

機械器具

電子部品・デバイス

電気機械器具

情報通信機械器具

輸送用機械器具

その他の製造

非製造業計

農林水産業

鉱業・採石・砂利

建設業

製造業計

要求状況 回答状況 妥結状況

非鉄金属

食料品・たばこ

繊維、衣服

木材、家具・装備品

パルプ・紙・紙加工品

印刷・同関連

化学

石油・石炭製品

プラスチック製品

ゴム、皮革製品

窯業・土石製品

鉄鋼
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【参考】 

 

◇ 支給月額が算出可能（平均賃金が明らか）な２０８組合における妥結状況 
 

                                               （単純平均） 

区分 平均賃金 妥結額 支給月数 

妥結 284,120円 697,637円 2.46か月 

※本結果は、第１報時点で妥結済みの 221組合を母数としています。 

 

 

◇ 妥結額が明らかな同一組合における対前年比較 
 

（単純平均・集計対象組合数：１９４組合） 

区分 令和元年 平成３０年 対前年比金額（率） 

妥結 693,396円 688,375円 +5,021円（+0.7％） 

※本結果は、第１報時点で妥結済みの 221組合のうち、前年の妥結額も明らかな同一の 194組合で 

比較したものです。なお、本結果の詳細については、詳細分析報告にて発表します。 

 

 

  【今後のホームページでの公表予定】 
 

    第２報：１１月２０日（水曜日） 

    最終報：１２月１８日（水曜日） 

    詳細分析報告：１２月２５日（水曜日） 

 

 

◆総合労働事務所 ホームページ 

・調査資料一覧 
    http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/chousa/list3505.html 
   ※右のＱＲコードからもご覧いただけます。 
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